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住
み
よ
い
農
村
環
境
の
た
め
に

⑤
Ｕ
⑤

　
壬
生
町
の
下
水
道
は
、
県
内
で
も
高

い
普
及
率
を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
農
村

部
の
下
水
処
理
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。

　
生
活
雑
排
水
の
増
加
に
よ
る
農
業
用

水
の
水
質
低
下
を
防
ぎ
、
農
村
環
境
の

改
善
を
は
か
る
た
め
、
町
で
は
平
成
６

年
度
か
ら
、
「
農
業
集
落
排
水
事
業
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
農
業
集
落
排
水
事
業
の

概
要
と
、
２
月
８
日
に
竣
工
式
が
行
わ

れ
た
町
内
初
の
排
水
処
理
施
設
、
上

田
・
中
泉
地
区
の
施
設
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。

農
業
集
落
排
水
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性

　
生
活
様
式
の
変
化
な
ど
に
よ
り
家
庭
か
ら
の
排
水
が
増
加
し
た
た
め
、
自

然
の
力
で
浄
化
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
農
業
用
水
の

汚
濁
や
悪
臭
と
い
っ
た
問
題
が
待
ち
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
農
業
被
害
の
解
消
と
農
村
環
境
の
改
善
が
急
務
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ぜ
、
集
落
ご
と
の

　
　
　
　
　
　
排
水
シ
ス
テ
ム
な
の
か

　
人
口
が
集
中
し
て
い
る
都
市
部
と
違
い
、
小
さ
な
集
落
が
散
在
し
て
い
る

農
村
部
で
は
、
都
市
部
の
よ
う
な
大
規
模
な
排
水
シ
ス
テ
ム
は
効
率
が
よ
く

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
地
形
な
ど
の
特
性
に
合
わ
せ
、
集
落
ご
と
に
小

規
模
の
処
理
施
設
を
整
備
す
る
農
業
集
落
排
水
が
最
適
な
の
で
す
。
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農業集落排水

　　事業について

農
業
集
落
排
水
に
問
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は

　
　
町
服
務
課
農
村
整
備
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
8
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農業集落排水事業の主な内容

◇目　　的農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理する施

　　　　　　設を整備し、農業用用排水の水質保全・農業用用排水施設

　　　　　　の機能維持または農村生活環境の改善を図り、併せて公共

　　　　　　用水域の水質保全に寄与する。

◇錆対牡域農業振興地域整備に関する法律に基づく農業振興地域内の

　　　　　　農業集落。または、これと一体的に整備することに相当す

　　　　　　る地域。

◇処飲料水し尿・生活雑排水。

◇処飲駄目原則として、概ね1､000人以下とする。

◇排除方式分流方式(汚水と雨水を分離し、汚水のみを処理施設まで

　　　　　　集水し処理する方法)

◇処理水質　BOD　20mg/I、SS　50mg/1以下。

[BOD:生物化学的酸素要求量。水中の有機物が生物化学的に分解され、安定

するために必要な酸素量]

[SS : 水中浮遊物質量(水を濁らせる物質の総称)]
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